
支　払
年月日

 支払金額

　　（円）

税　額
(1)

　　　(円）

 支払金額

　　（円）

税　額
(2)

　　　(円）

306 114 192

100 37 63

306 114 192

100 37 63

612 228 384

200 74 126

特別徴収義務者名

担当　○○○

　

株式会社○○銀行　△△支店
　　　　　　　　

TEL　03-1234-5678

○○　○○
********

[　H29.10.1　]
750

1,500

小計

H28.4.1 2,000 750

 差引誤納額

　(1)－(2)
　
　　　　(円）

[　　　　　]

誤納額の計算明細書

H29.4.1

小計

2,000

4,000

中　間　利　払　時 期 限 前 解 約 時預　金

期限前解約
の年月日

（注）１．上記の設欄は、当月中に２預金の期限前解約が発生し、それぞれの預金について中間利払い 

    を２回行っていたというケースの例示である。 

   ２．「預金」欄については、預金者名および口座番号等預金を特定できる事項を記載する。 

   ３．添付する出金伝票または利息計算書の写しは、それによって、各預金の「小計」欄における 

    中間利払時支払金額、同税額および期限前解約時支払金額が確認できるものとすること。 

   ４．期限前解約時の「支払金額」欄には、期限前解約利息額を中間払利息額の比に応じて按分し 

    た額を記載する。その際、按分した額の合計金額が「小計」欄記載の金額と合致するように、 

    原則として直近の支払年月日の支払金額で端数を調整する。 

   ５．期限前解約時の「税額」欄には、期限前解約時の「支払金額」欄記載の金額に、中間利払時 

    の税率を乗じた額を記載する。 

   ６．「差引誤納額」欄には、中間利払時の税額から期限前解約時の税額を差し引いた額を記載す 

    る。 

   ７．複数の預金について還付請求する場合には、中間利払時の支払金額・税額および「差引誤納 

    額」欄の計数について、全預金の同一月分を合計して、付表「還付請求に係る誤納額の月別内 

    訳」を作成、添付する。 

（所得税） （所得税） （所得税） （所得税） 

（地方税） （地方税） （地方税） 

（所得税） 

（地方税） 

（所得税） 

（地方税） 

（所得税） 

（地方税） 

（所得税） 

（地方税） 

（所得税） 

（地方税） 

（所得税） （所得税） （所得税） 

（地方税） （地方税） 

（所得税） （所得税） （所得税） 

（地方税） （地方税） 

（所得税） （所得税） （所得税） 

（地方税） （地方税） 

（所得税） （所得税） （所得税） 

（地方税） （地方税） 

（所得税） （所得税） （所得税） 

（地方税） （地方税） 

    更正請求書（申立書）は、中間利払月分ごとに作成する。 

      例：①平成28年4月分 更正請求書（申立書） 

         「差引額」欄 ： （課税標準額）1,250円、（税額）63円 
 

         ②平成29年4月分 更正請求書（申立書） 

         「差引額」欄 ： （課税標準額）1,250円、（税額）63円 


